
 

 

 

 
 
 
 
 
 

中国会社の法定代表者 

 

1. 法定代表者とは 

 

中国民法典により、法人の法定代表者とは、法律又は法人の定款の規定に従って法人を代表して民

事活動に従事する責任者です。 

 

法定代表者が法人の名義で従事した民事活動の結果は法人が負担します。法人の定款又は権力

機構が法定代表者の代表権に対する制限は善意の第三者に対抗することができません。 

 

法定代表者が職務の遂行により他人に損害を与えた場合、法人は民事責任を負います。法人は民

事責任を負った後、法律又は法人定款に従い、過失のある法定代表者に補償を請求することができ

ます。 

 

2. 法定代表者の任職の要件 

 

中国「会社法」により、会社の法定代表者は代表取締役（董事長）、執行取締役又は経理です。中国

会社の法定代表者は 1 名の自然人でなければなりません。 

 

3. 法定代表者の任職の拒否 

 

中国「会社法」により、次の各項に該当する者は会社の取締役、監査役、高級管理職又は法定代表

者を務めることができません。 

 

(1) 民事行為能力が有しない、又は制限されている者 

 

(2) 汚職、賄賂、財産の横領、財産の流用罪、もしくは社会主義市場経済秩序の破壊により刑に処

せられ、その刑の執行を終わることがなくなった日から五年を経過しない者。又は、犯罪により

政治権利の剥奪を受けることがなくなった日から五年を経過しない者。 

 

(3) 破産手続開始の決定を受けた会社、企業の取締役又は工場長、経理であり、その会社、企業

の破産に対して個人的な責任を負い、その会社、企業の破産手続を終わることがなくなった日

から三年を経過しない者 

 

(4) 違法により営業許可証を取り消され、停止命令を受けた会社、企業の法定代表者であり、且つ

個人的な責任を負い、その取消し日から三年を経過しない者 

 

(5) 巨大な債務を負い、且つ期限内に返済しない者 
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4. 法定代表者の兼任 

 

法定代表者は会社の取締役又は経理を兼任することができますが、中国「会社法」で記載されてい

る取締役、高級管理職の義務に関する規定に該当しなければなりません。従って、株主総会の同意

を取得しない限り、1 人は同時に競合他社の法定代表者を務めることができません。 

 

啓源グループは経験豊富な専門チームを持ち、中国会社の書類準備・登録、各種許可・免許の申請、

税務企画、会計監査サービスをご提供します。詳細については、当事務所の専門コンサルタントまでお

問い合わせください。 

 

 

 

 

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。 

メール：info@kaizencpa.com 

固定電話： +852 2341 1444 

携帯電話： +852 5616 4140、+86 152 1943 4614 

ライン・WhatsApp・Wechat： +852 5616 4140 

公式ウェブサイト：www.kaizencpa.com 

Skype: kaizencpa 

 

https://www.kaizencpa.com/jp/
mailto:info@kaizencpa.com
http://www.kaizencpa.com/

